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10
月
ま
で
に
間
に
合
っ
た

さ
る
８
月
９
日
、
区
の
健
康
部
・
介
護

保
険
課
よ
り
、
９
月
末
で
経
過
措
置
の
期

限
が
切
れ
る
「
レ
ン
タ
ル
ベ
ッ
ド
」
に
つ

い
て
、
区
が
指
定
・
契
約
し
た
機
種
の
あ
っ

せ
ん
、
及
び
低
所
得
者
へ
の
助
成
を
決
定

し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

先
日
、
入
札
も
終
わ
り
、
フ
ラ
ン
ス
ベ
ッ

ド
と
、
自
立
支
援
型
で
上
下
の
高
さ
調
整

と
手
す
り
が
付
い
た
簡
易
な
ベ
ッ
ド
を
、

月
額
２
３
６
０
円
で
契
約
し
ま
し
た
。

区
は
今
年
３
月
31
日
現
在
の
利
用
者
で
、

非
課
税
世
帯
の
方
に
は
１
５
０
０
円
を
助

成
を
し
、
生
活
保
護
世
帯
の
方
に
は
全
額

助
成
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
ベ
ッ
ド
は
１
割
負
担
で
平
均
１
３

０
０
円
前
後
で
し
た
。
こ
れ
を
実
費
で
レ

ン
タ
ル
す
れ
ば
10
倍
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
区
と
し
て
の
独
自
助

成
は
画
期
的
な
こ
と
で
す
。

私
た
ち
日
本
共
産
党
は
、
６
月
の
第
２

回
定
例
会
で
こ
の
問
題
を
取
上
げ
、
「
区

と
し
て
実
費
で
レ
ン
タ
ル
で
き
な
い
低
所

得
者
に
独
自
の
助
成
を
行
う
べ
き
で
は
な

い
か
？
」
「
生
活
保
護
の
方
に
は
全
額
補

助
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
旨

の
質
問
を
し
、
区
は
10
月
以
降
の
「
必
要

性
等
を
検
討
」
「
生
活
保
護
の
受
給
者
に

つ
い
て
も
、
併
せ
て
検
討
」
と
答
弁
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
具
体
化
し
た
も

の
で
す
。

８
月
16
日
に
、
区
内
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

が
集
ま
る
「
ケ
ア
マ
ネ
ッ
ト
」
の
場
で
本

事
業
に
つ
い
て
説
明
、
９
月
５
日
号
の

「
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
」
に
掲
載
予
定
も
含

め
、
対
象
者
に
周
知
・
徹
底
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
対
応
は
、
①
３
月
末
現
在
の
利

用
者
で
、
②
要
支
援
・
要
介
護
１
で
、
③

非
課
税
世
帯
の
方
の
み
が
助
成
の
対
象
で

す
。
し
か
し
再
認
定
の
結
果
、
ベ
ッ
ド
を

利
用
し
て
い
た
が
認
定
が
軽
く
な
っ
た
、

新
た
に
必
要
に
な
っ
た
な
ど
の
場
合
で
も
、

非
課
税
世
帯
は
助
成
さ
れ
ま
せ
ん
。
家
で

の
生
活
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
、
引
き

続
き
声
を
上
げ
て
い
き
ま
す
。

新
た
に
必
要
な
方
に
も
同
じ
条
件
で
助
成
を
、

車
イ
ス
な
ど
他
の
福
祉
用
具
に
も
同
様
の
対
策
を
す
る
べ
き
で
す
。

--子どもも高齢者も輝く新宿へ--
こんにちは
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近藤なつ子です

助
か
っ
た
！

要
支
援
１
・
２
、
要
介
護
１
の
方
で
も

10
月
以
降
、
安
い
レ
ン
タ
ル
料
で
ベ
ッ
ド
が
使
え
る
！

近藤なつ子事務所の

くらし・法律相談
９月１２日(火)
午後７時～８時の予定

ところ 近藤なつ子事務所
お問合せは：℡ 5273-3551 または090-4849-3227

※事前に必ず

ご予約ください。

◇その他

いつでもお気軽に

ご相談ください。

無料

９・１０(日) 日帰りの後援会旅行

石和温泉とぶどう狩り、ワイン工場へ

ご一緒に参加してみませんか？

大人 ７５００円、子ども ５０００円

＊地域を８時頃に出発します。

みなさんのご参加をお待ちしています。

区が独自に

月額、非課税世帯の方は８６０円、その他の方は２３６０円で

厚労省交渉で、機械的な取り上

げはしないようを約束させる

８月２日、田村智子さんらと

都内地方議員団で厚労省へ申し

入れ（写真）。認定の段階で一

律にベッドなど福祉用具を取り

上げるのはおかしいと要求。

国として１４日に対応改善のための通知を出しました。


